
 
 

資料４ 

高齢者バスタクシー利用助成券について 

 （裾野市地域公共交通活性化協議会） 

 

１．目的 

高齢者に路線バス及びタクシーを利用する際の助成券を交付することにより、高齢者の生

活圏の拡大及び社会参加の促進並びに路線バス及びタクシーの利用者の増加を図ることを目

的としている。 

 

２．制度概要 

 市内に住む70歳以上の方が対象。 

 市内のバス・タクシーで利用できる助成券を2,000円分交付。 

  

３． 利用助成券の１回あたりの上限撤廃 

 令和6年度の第4回協議会で議論された「高齢者バスタクシー利用助成券を1度に使える枚

数制限の撤廃」について、令和７年１月より適用された。 

・ 1回あたりの利用上限２００分円を撤廃（１度に最大2,000円分まで利用可能）。 

・ 令和７年１月から適用開始。 

 

４． 交付状況、利用状況について 

次ページ以降の表、グラフのとおり。 

交付者の割合は令和６年度19.4％から令和７年度25.7％まで増加している。 

利用率は、５8.3％から→６２．１％まで増加している。 

利用率向上を目指した上限撤廃により、年間で２０枚利用する人の割合も増えているが、 

年間の利用枚数０枚の人の割合も増えているため、利用率をあげていくことが課題となっ

ている。 
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